
書 評

菅真城著 『大学アーカイブズの世界』

西山 伸 †

本書は、近年意欲的に大学アーカイブズに関す

る論考を著わしてきた著者が、それらの論考をま

とめた本格的な大学アーカイブズ論である。広島

大学文書館、大阪大学アーカイブズと、大学アー

カイブズの最前線で勤務 してきている著者ならで

はの、実践を踏まえた地に足のついた論集である。

本書に指摘のあるとおり、大学アーカイブズはこ

こ10年 あまりの間に大 きく変貌 を遂 げている。

そうした中、本書の出版は正に時宜を得たもので

あると言えるだろう。

1本 書 の概要

本書の構成は以下のとおりである(カ ッコ内は

初出年)。

序章(新 稿)

第1部 大学アーカイプズの理念 と課題

第1章 大学アーカイブズの理念的研究(2008年)

第2章 大学アーカイブズの社会的使命(2010年)

第H部 大学アーカイブズの設立と法制

第3章 大学文書館の設立一広島大学文書館を

中心 として一(2005年)

第4章 ポス ト年史編纂でない大学 アーカイブ

ズの設立(2009年)

第5章 国立大学アーカイブズ設置への道(2013年)

第6章 規定にみる国立大学アーカイブズ(2008年)

第7章 国立大学 アーカイブズにおける法規上

の問題点(2006年)

第8章 公文書管理法と国立大学アーカイブズ

(2011年)

第9章 公文書管理法への国立大学法人の対応

と課題(2011年)

第皿部 大学アーカイブズの活用

第10章 アーカイブズを利用 しよう一広島カー

プと広島大学 ・広島高等師範学校一

(2006年)

第11章 建学の精神 と大学史編纂 ・大学アー

カイブズ(2008年)

本書 では、 まず 第1部 において大学 アーカイブ

ズの理念や使命 とい った大 きな議論 が展開 され る。

次いで第H部 で は、二つの大学 アーカイブズの設

立にかかわった著者がその経験を通 して、大学 アー

カ イブズ をどの よ うに作 り上 げていけばよいかが

論 じられ、 さらに規定 ・法規 か ら各大学 アーカ イ

ブ ズの問題 点 が詳細 に摘 出 され、 そ して2011年

4月 に公布 され た公文書管理法 との 関連 につ いて

論 じられている。最後に第皿部では、実際に(大 学)

ア ーカイブズが どの よ うに活 用 され るか、一見何

の関係 もな さそ うなプ ロ野球 の世界 や、大学 の建

学の理念 との関連 か ら事例 が紹介 されてい る。 こ

のように本書は、いわば 「硬軟 とりまぜて」大学アー
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カイブズについて語られた論集なのである。

第1章 では、「教育研究」資料 と大学 アーカイ

ブズとの関連について論 じられている。今から10

年ほど前、国立大学でアーカイブズの設置が求め

られた際の論理として大学の自己点検 ・評価に役

立つとされたことあったが、実際には大学の自己

点検 ・評価に大学アーカイブズが役に立った事例

はないとする。その理由に、大学アーカイブズが

大学の目的である 「教育研究」の実態を示す資料

や情報の集積に積極的でなかったことが挙げられ、

大学アーカイブズが受け入れるべき 「機関としての」

大学の軌跡を示す資料には、法人文書と並んで 「教

育研究」資料が位置づけられなければならないと

強調されている。

第2章 では、大学史研究 と大学アーカイブズの

違いが指摘 された上で、大学アーカイブズは 「機

関アーカイブズ」(親機関の資料の移管を受けるアー

カイブズ)と しての役割を核としつつ、「収集アー

カイブズ」(親 機関ではなく個人 ・組織 などか ら

資料を収集するアーカイブズ)の 側面を併せ持つ

「トータルアーカイブズ」 としての戦略 を持たな

ければならないと論じられている。特に 「教育研究」

資料の収集の重要性がここで も繰 り返 し強調され

ている。 さらに大学 アーカイブズの使命として、

資料の公開が基本であることも指摘 されている。

第3章 では、広島大学文書館設立の経緯につい

て述べられている。①広島大学五十年史編纂事業、

②森戸辰男関係文書整理事業、という前史的事業と、

③情報公開法の施行、④国立大学法人化、とい う

社会的背景が設置の要因として指摘 されているが、

同館は他館でよく見 られるような沿革史編纂終了

後の設置ではなく、編纂資料の保存や歴史研究へ

の貢献よりも、社会への説明責任および大学の個

性化といった論理が同館の設置につながったと強

調されている。

第4章 では、大阪大学における文書館設置の取

り組みが紹介 されている。本章が執筆 された時点

では アーカイブズは まだ設置 されて お らず、従 っ

て本章 は著者 の 目指す大学 アーカイブズ像 を論 じ

るもの となってい る。年 史編 纂 を前提 と しない設

置 とい う類例 のない試みで あるが ゆえの大学 アー

カイブズ理 念確立 の重要性、そ して法人文書 を中

核資料 とした公文 書館的役割 を ミッシ ョンの中心

に置 くべ きことが述べ られている。

第5章 で は、大 阪 大 学 ア ー カ イ ブズ(2012年

10月 設置〉 の設置経緯 につ いて記 されてい る。つ

ま り本章 は第4章 の続編 に当るこ とにな る。設 置

に至る紆余曲折 が具体的に示 されているほか、 アー

カイブズの活動 と して前方(現 用文書管 理)進 出

を 目指 してい ることが注 目され る。 さらに、今後

国立大学 がア ーカイブズを作 る準備 として学内刊

行物 の収 集 ・保 存、沿 革史編纂で用 い られた資料

の整理 、法 人文書保存期間の延長 とい う手順 が提

案 され て い る。予算 ・場所 ・人員 な どの事情 で、

アーカ イブズ を設置す るこ とが容 易でない大学 に

とって役立つ提案 と言 えよう。

第6章 では、各国立大学 アーカ イブズの規程 を

比較 検討 して、 それ らの中で 目的 ・業 務が どの よ

うに規定 され ているか、用 語が どの ように使われ

てい るか、 といった点 につ いて論 じられ てい る。

著者の指摘 は詳細 で、アーカ イブズの理念や 目的

をいか に規程の 中に反映 させな ければ な らないか

とい う問題意識 に貫 かれてい る。取 り上 げ られ て

い る規程 は公文書管 理法施 行前の もの であ り、現

在の各国立大学 アー カイブ ズの それ とは異 なって

い るが、 これ か ら大学 アー カイブズの規程 を作 る

上で参考 とす るべ き論考 であることは変わ らない。

第7章 で は、第6章 よ り細 か く各国立大学 アー

カイブズの規程 を取 り上 げ、それ ぞれの活動 と齪

薗吾を来す形 にな ってい ない か(規 程 に書 かれ てい

ない活動 を行 ってい ないか)考 察 され てい る。特

にこの章で は、大学アーカイブズは資料 を 「活用」

す る と ころ なの か、「公開」す る と ころ なの か、

という重要な論点が提示 されている。 これは 「大学」
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に置かれ、教員(研 究者)が そこに勤務 している

例が多いアーカイブズだからこそ、生 じる問題と

考えられる。結論を急げば、アーカイブズは 「活用」

よりも 「公開」するところであるという著者の意

見に評者も賛成であるが、日本の大学アーカイブ

ズ全体を見れば、この意見が主流とは必ず しも言

い切れないように思われる。

第8章 では、公文書管理法の公布を受けて、こ

の法律が国立大学アーカイブズに及ぼす影響につ

いて考察 されている。指摘 されている点の一つは

法人文書の評価選別権であり、これがアーカイブ

ズではなく原局にあるとされたことの問題性であ

る。二つ 目はアーカイブズが置かれていない国立

大学の法人文書が法の規定にもとづき廃棄 される

可能性である。後者については、具体的な対策と

して、各地方における国の機関の地方支分部局文

書と国立大学法人の法人文書とを一括 して扱 うアー

カイブズの設置が提案 されている。

第9章 では、公文書管理法公布以後に国立大学

アーカイブズがどのように指定を受けるための活

動を行ったか、特に 「特定歴 史公文書等の利用、

保存及び廃棄に関するガイ ドライン」がどのよう

な影響を及ぼ したか、について論 じられている。

第8章 での指摘に加 え、同ガイ ドラインが提示す

る 「国立公文書館等」指定の条件がハイレベルで

あって多くの国立大学では対応できないことが述

べ られている。その上で、同法が国立大学の文書

管理やアーカイブズの実態に必ず しもそぐわない

としつつ、法の枠内で各アーカイブズが役割を果

た してい くための制度 ・規則の設計をすることが

説かれている。

第10章 は趣が全 く変わ り、アーカイブズの資料

か ら何が分かるのか、具体例が紹介されている。

戦後広島大学が設立 される際、地元に設立資金の

募集が行われ、そのためにプロ野球の公式戦が開

催 されたこと、この公式戦がきっかけとなって広

島に球団が置かれるようになったこと、つ まり広

島の戦後復興 と再建に際 して広島大学 と広島カー

プが車の両輪であったことが資料を基に論 じられ

ている。また、カープの応援歌が広島高師のもの

が由来であるとの話も評者には興味深い。本章では、

アーカイブズとは、市民の文化を豊かなものにし

てくれる存在であることが実例 をもって語られて

いる(可 能であれば、大学アーカイブズで論 じて

ほしかった気 もするが)。

第11章 では、国立大学における建学の精神がい

かに 「発見」 され 「形成」 されたか、広島大学 と

大阪大学を事例に検討 されている。前者では、「自

由で平和な1つ の大学」 という初代学長森戸辰男

の言葉、後者では近世大阪の学術を担った適塾 と

懐徳堂の存在が建学の精神を語るもの とされてい

るが、これ らは大学創立時から語 り継がれてきた

というより、沿革史編纂が行われる中で再発見され、

次第に定着 していったものであると指摘 される。

そして、こうした大学のアイデンティティを確立

させていくためには、大学資料を扱 う大学アーカ

イブズが必要不可欠であると論じられている。

2若 干の コメン ト

(1)大 学アーカイブズの理念、使命について

大学アーカイブズの理念、使命についての著者

の議論は明快である。乱暴 を承知で論点を箇条書

きで挙げてみると、以下のようになろう。

・大学アーカイブズが受け入れる資料の核 とな

るのは、大学の公的記録(国 立大学では法人

文書)で ある。

・教育研究 を目的とする大学においては、その

アーカイブズは教育研究に関する資料も受け

入れて 「トータルアーカイブズ」を目指すべ

きである。

・大学沿革史編纂 ・大学史研究 と大学アーカイ

ブズは同一のものではない。今後大学アーカ

イブズを設立 しようとする際には、沿革史編

纂とは切 り離 して考えられるように しておく
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必要 がある。

・大学 アー カイブズは、資料 を自 ら利 用す るこ

とよ りも、公開す ることを第一義 に考 えな く

て はい けない。

評者 は、 これ らの見 解 に基 本 的に賛成 で あ る。

ただ、大 学 アー カ イブズの よ うに、歴 史が浅 く、

設備や人的資源 が必 ず しも恵 まれ ている とは言 え

ない組織で は、理念 が重要 であ ることを前提 と し

つつ も、 アー カ イブズが置 かれて い る現実 とか、

その現実に基づか ざるを得 ない戦略な どに活動 が

規定 され、時 に理念 ・現実 ・戦略 が不分 明にな っ

て しまうことが起 こるよ うに思 われ る。教育研究

資 料に対 す る著者 と評者 の アプ ローチの違 いは、

そこか ら来てい るように思 われ る。

教育研究 資料 の収 集が大学 アーカイブズに とっ

て必要 と著者 は強 調す る。確 かに その通 りと評者

も思 う。 しか し、 そ うで あればやは り教育研究 資

料 とは何 なの か、 その手 がか りでだ けで も本書 で

提示 してほ しか った と感 じる。 この うち教育 に関

す る資 料 につ いて は、あ る程度 イメー ジは湧 く。

ノー ト(学 生 の受講 ノー ト、教員 の講義 ノー トの

二種類 があ る)や 授業で配付 された資料、 レポ ー

トや試験 問題 な どはす ぐに思 いつ く。広 い意 味で

の教育 とい うことな らば、課外活動 に関す る資料

も含 まれ るか も知れ ない。一方、研究 に関す る資

料 になると、研究 分野 に よって も異 なる し、共通

認識が得 に くくな る。論文 や著 作 とい った成果物

であれば、印刷 物や ウェブ上 で公開 され るもので

あるか らアーカ イブズの範 疇ではな くな って くる。

では、こ うした論文や著作 を作 る際に収 集 した文

献 ・資料 ・デー タ類、原稿 、校 正 ゲラな どが研 究

資料 にな るので あろ うか。 また、著者 は研究 者が

行 う研究 はすべ て機 関 と しての営みで あ ると述 べ

るが(26頁)、 例 えば 学外 の研 究 会 で あ る とか、

出版 社や 自治体 などの企画によ る出版物の編集 ・

執筆、 あるいは退職後の研究活動(名 誉教授 になっ

ている場合)な どもそれに含 まれ るので あろ うか。

含 まれ る とす ると、 これ は研究者 の 「個人 アーカ

イブズ」に限 りなく近づいてい くように思われるが、

それで いいのであ ろうか。繰 り返す が、本書 で述

べ られて いるの は理念 論で あるか ら、極端 なこ と

を言 えば 「机の上 の議論」 で もよいわ けだが、 こ

の教育研 究資料が何 なのか とい う問題 は、著者や

評 者のみな らず大学 アーカイブズ関係 者全員が と

して考 えなければな らない課題 であろ う。

(2)公 文 書管理 法下 の大学 ア ーカ イブズに関連

して

2011年4月 施行の公文書管理法およびその関係

法令 によって、国立大学 アー カイブズは、保存期

間が満了 となった法人 文書 の移管 を受 けるために

は 「国立 公文書館等」 と して の指定 を受 けな けれ

ばな らな くなった。本書で示 され てい るこの法律

の意義 お よび問題点、特 に指定 を受 け ることので

きる国立 大学が非常 に少 な く、 その ため大 多数の

大学で資料 が合 法的に廃棄 され る可能性 が高 い と

い う危機感 について、評者 も全 く共有す る。

その ことを踏 まえた上で、 あえて本書 に注文 を

つ けるとす るな らば、大学 にアー カイブズ がなぜ

必要不可欠か、 も う一歩踏み込 んでほ しか ったと

感 じる。す ぐに はアーカイブズを設 置で きない大

学 に対 して、前述の よ うに第5章 で具体 的 な提案

がな されていて、 この提案 は有益 な もので あると

評価で きるが、この うち法人文書の保存期間延長は、

いわば両 刃 の剣 で は なか ろ うか。 「有 能 な」事務

職員で あれば、法人 文書の保存期間 を延長 すれば

事務利用 には もち ろん問題な い し、公開 につ いて

も情報公開 で対応可 能で ある、つ ま りアーカイブ

ズは不 要 と考 えて しま うのではなか ろうか。

こうした考 え方 に対 してわれわれ は、大学 アー

カ イブズの独 自性、専門性 を主張 していかなけれ

ばならない。 それ は例 えば、 目録作成 や評価選別 、

保存環境整備 とい った点か らも説 明 され るであ ろ

うし、同時 にそ うした業務 を遂行す るアーキ ビス
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ト像、求 め られ る職 員像が展 開 され てい くことに

な ろ う。 この よ うな議論 が加 わ る ことによ って、

アー カイブズを作 る上 で必要 な事項 が一層 明 らか

になってい くもの と思われ る。

(3)大 学 のアイデ ンティティと大学 アーカイブズ

「大学 の アイデ ンテ ィテ ィ形成 に大学 ア ーカ イ

ブズは必要不可欠であ る」(281頁)と い う著者の

言葉 に評者 も賛 同す る。そ して その 際にアー カイ

ブズが持つ強味 とは、徒 なプロパ ガンダではな く、

資料 に基づいて語れる とい うことで ある。第11章

で論 じられてい る二つの大学 の事例 、特 に大阪大

学で適塾と懐徳堂が源流であるという言説が 「発見」

「形成」 され てい く過程 の分析 は、大学 史 を研究

している評者に とって個人的 にも大変興 味深 い ω。

一般的にいって
、組織が歴史的アイデンテ ィテ ィ

を何に求 めるかとい うことについて は、第三者 が

あれ これ言 うことではないで あろ う。 ただ、歴 史

学的観点 か ら見 た批判 に対 して は応 え られ るよう

に して お く必要 はあ ると思 う し、大阪大学 が適塾

は と もか く懐徳堂 に源流 を求め る ことは、かな り

無理 がある と評者は考 える(本 書の記述 か らもそ

れ は窺 える)。 しか し、む しろ問題 なの は、 あ る

対象 を源流 とす ることの是非 よ りも源流 を遡 らせ

るこ とによ って制度 と しての大学設立 の もつ意味

が相対 的に希薄に なって しまうことで あろ う。具

体 的 にい えば、大 阪大 学 が1931年 とい う時 期 に

理 科系 の帝 国大 学 と して設立 され たの はなぜ か、

その背 景に はどの よ うな国策 が あり大 学 はそれ に

いかに応 えたのか、 それ が戦後 そ して現在 にどの

よ うな影響 を及 ぼ して い るの か、「建 学 の 精神」

や大学 の アイデ ンテ ィテ ィを述べ るの であれ ば、

こう した ことを等 閑視す るわけにはい かないだろ

う②。

アー カイブズは、組織の アイデ ンテ ィテ ィとい

かに関わ るか。「アーカイブズが大学のアイデンティ

テ ィを提示 す るの では ない」 「ア ーカイ ブズ所 蔵

資料 を用いて、大学構成員 自 らが自 らの アイデ ン

テ ィテ ィを形成す るので ある」(281頁)と い う著

者 の見解 にも評者 は同意す る。た だ、実 態 と して

大学ア ーカイブズは、教育 や展示 や刊行物 などを

通 して常 にメ ッセー ジを発信 して いる。 その時 に

アーカイブズは どうす るべ きなの か、 とい うこと

はお そ らく同業者 で あれば大 な り小 な り悩 む とこ

ろで はなかろ うか。 今後議論 を深 めて い く必要 が

あると思われ る。

ない ものねだ りも含めた 自分勝手 な書 評にな っ

て しまった ことを著者 にお詫 び しなければ ならな

い。本書を一貫 しているのは、「すべての大学 にアー

カ イブズ を!」 とい う著者 の強 い思いで ある。情

報 公開法 ・国立大学法人化 ・公文 書管理法 と、十

数年 の間 にわれわれ は大 きな変 化 を次々 と経験 し

た。 こう した経験 が踏 まえられた本書 は、 これ か

らアーカイブズを作 ろ うと考 えてい る人 は もちろ

ん、 日本の大学関係者すべ てに読 んで も らいたい

もので ある。本書の刊行 を心 よりお祝いす る。

[註]

(1)評 者 は、近年大学に自らの源流 を遡 らせる傾向

が見られることについて、批判的に取 り上げたこ

とがある(拙 稿 「大学史 と教育史研究 一沿革史

を手 が か りに一」『日本 の 教育 史 学』第55集 、

2012年)。

(2)一 方広島大学の場合は、新制広島大学としての

発足 を画期 とす るのは理解で きるが、広島文理科

大学をは じめとす る敗戦前の前身校の歴史 との関

連をどう考えるのか、は問われるところと思われる。

(大 阪 大 学 出 版 会 刊 、A5判 、296頁 、2013年8月

発 行 、4200円)
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